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令和８年度アニメーション作画基礎講座実施委託業務公募型プロポーザル審査要領 

 

１　審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号を全て満たす事業者を対象に行う。 

（１）別途定める「令和８年度アニメーション作画基礎講座実施委託業務公募型プロ

ポーザル募集要領」（以下「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす者 

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類の全てを提出した者 

（３）募集要領により、適正に書類を作成した者 

 

２　審査の項目及び点数 

審査項目と各審査委員の審査項目ごとの配点は次のとおりとする。 

（１）企画提案の内容  　　　　 80 点 

（２）実施体制　　　　　   　　10 点 

（３）業務実績　　　　　   　　 5 点 

（４）経費見積　　　　　   　　 3 点 

（５）県が推進する施策への取組　2点 

　　　　合　計　　　　　　 　　 100 点 

 

３　審査委員会 

参加者から提出された企画提案書及びプレゼンテーションの審査を行う審査委

員会を開催する。 

（１）日時及び場所（予定） 

日時：令和８年３月 30 日（月） 

　　　場所：高知市永国寺町６－28　高知県産学官民連携センター「ココプラ」内 

　　　　　　（高知県立大学・高知工科大学　永国寺キャンパス地域連携棟１階） 

　　※状況に応じて、審査委員会をオンライン（Zoom）で開催する場合がある。 

　　 

（２）プレゼンテーション 

ア　プレゼンテーションの時間は１事業者 20 分とする。 

イ　プレゼンテーション開始時刻は別途審査委員及び参加者に通知する。 

ウ　プレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を設ける。 

 

４　審査の方法 

（１）提出された企画提案書とプレゼンテーションに基づいて審査を行う。 

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別紙「審査基準」に基

づいて審査を行う。 
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（３）全ての参加者の審査が終了した後、各審査委員の審査結果を集計し、随意契約

の相手方となる候補者と次点者を決定する。 

（４）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者か

ら順に候補者と次点者を選定する。 

（５）各審査委員の採点の合計が総合点数の６割以上であることを最低基準とし、最

低基準を満たさない提案者は選定の対象としない。 



別紙

①本事業に対する考
え方

・「高知県アニメプロジェクト」の目的の理解を踏まえ
た提案となっているか。
・自社の強みが発揮されているか。
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・内容が具体的か。
・目的やねらいを明示した上での効果的なカリキュラム
内容（教材の特色・内容、ライブ講座のスケジュール・
内容等）の提案となっているか。

・サポート人材をどのように育成するかについて、スキ
ルアップのために参加した受講者との違いを明らかにし
た上での効果的な実施内容の提案となっているか。

・ワークショップの内容に合った講師を選定している
か。
・選定理由を明確にしているか。

・受講者の学習モチベーションを継続させ、最後まで受
講させる工夫及び受講者の学習管理方法について具体的
な提案となっているか。

・ワークショップの学習効果を高める機器、備品及びソ
フトウェアを選定しているか。
・選定理由を明確にしているか。

・集客目標を達成するための広報活動に寄与する仕掛け
の提案となっているか。

・学習効果の検証及び改善の方法について具体的な提案
となっているか。

・十分な能力と経験を有する責任者及び担当者が配置さ
れているか。
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・アニメ制作の人材育成、それに類するプログラム実施
の実績は十分か。

5 5

・予算額（3,450千円）の範囲内で、事業執行に必要な経
費が適正に積算されているか。

3 3

・県内事業者（高知県内に本店を有する者）であるか。 2 2

審査基準

実施体制

業務実績

経費見積

県が推進する施策への取組

審査項目 審査の視点 評点

計100点

企画提案
の内容

80②ワークショップ
（連続講座及び動画
教材又は紙教材を活
用した自学自習のこ
と）の企画・実施

70


